
 

 

政
令
第 

 
 

号 

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令 

内
閣
は
、
食
料
の
安
定
供
給
の
た
め
の
農
地
の
確
保
及
び
そ
の
有
効
な
利
用
を
図
る
た
め
の
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す

る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
二
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
五
条
の
二
第
一
項
第
二
号
及
び
第
十
五
条
の
二
第
十
項
、
農
地
法
（
昭
和

二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
四
条
第
十
一
項
並
び
に
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法

（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進

に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
五
項
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制

定
す
る
。 

（
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
二
百
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（別紙２） 



 

 

（
資
料
の
提
出
を
求
め
る
除
外
目
的
変
更
に
係
る
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の
変
更
に
関
す
る
協
議
に
係
る
土
地
の
規

模
） 

第
二
条
の
二 

法
第
五
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
規
模
は
、
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
す
る
。 

第
十
三
条
の
三
第
二
項
第
一
号
中
「
市
町
村
」
の
下
に
「
の
農
用
地
区
域
内
」
を
加
え
る
。 

（
農
地
法
施
行
令
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

農
地
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
数
」
の
下
に
「
及
び
配
置
の
状
況
、
法
そ
の
他
の
農
業
に
関
す
る
法
令
の
遵
守
の
状
況
」
を

加
え
る
。 

第
九
条
第
二
項
第
一
号
中
「
市
町
村
」
の
下
に
「
の
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
二
項
第
一
号
に
規

定
す
る
農
用
地
区
域
の
区
域
内
」
を
加
え
る
。 

第
二
十
条
中
「
第
五
十
一
条
第
三
項
第
二
号
」
を
「
第
五
十
一
条
第
四
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
三
条
第
三
号
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
る
。 

（
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
施
行
令
の
一
部
改
正
） 



 

 

第
三
条 

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
第
三
号
中
「
数
」
の
下
に
「
及
び
配
置
の
状
況
、
同
法
そ
の
他
の
農
業
に
関
す
る
法
令
の
遵
守
の
状
況
」
を
加
え

る
。 

附 

則 

こ
の
政
令
は
、
食
料
の
安
定
供
給
の
た
め
の
農
地
の
確
保
及
び
そ
の
有
効
な
利
用
を
図
る
た
め
の
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に

関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

 



 

 

理 

由 

食
料
の
安
定
供
給
の
た
め
の
農
地
の
確
保
及
び
そ
の
有
効
な
利
用
を
図
る
た
め
の
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
資
料
の
提
出
を
求
め
る
除
外
目
的
変
更
に
係
る
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の
変
更

に
関
す
る
協
議
に
係
る
土
地
の
規
模
を
定
め
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 


